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はじめに 
 

世田谷区では、近年頻発している局所的な集中豪雨から区民の生命と財産を守り、「水

害に強い安全・安心のまち世田谷」を目指して、平成２１年１０月に「世田谷区豪雨対

策基本方針」、平成２２年３月に「世田谷区豪雨対策行動計画」を策定しました。 

今回、「世田谷区豪雨対策行動計画」の策定から約４年が経過したことから、これま

での行動実績を踏まえ、世田谷区豪雨対策行動計画の見直しを行いました。 

河川･下水道の改修・整備については、主に東京都の役割となっており、これまで、

様々な計画や整備も進展してきたことから、区及び都における主な整備内容を整理し、

さらに、今回の行動計画の見直しにおいて、検討した新たな対策内容についても示しま

した。 

流域対策については、世田谷区豪雨対策基本方針で「世田谷区内全域で、平成２９年

度までに時間５ｍｍ降雨相当（約４８万㎥）の流出抑制を目指す」及び「世田谷区内全

域で、平成４９年度までに時間１０ｍｍ降雨相当（約９６万㎥）の流出抑制を目指す」

という目標を設定しました。今回の見直しにおいては、平成４９年度までの９６万㎥の

流出抑制を基本に捉え、平成２９年度までは新たにこれまでの実績を踏まえ、現実に即

した流域対策量を設定し、新たに『行動目標』として設定しました。 

また、平成２５年７月２３日の局地的な集中豪雨などにより、多くの家屋が水害被害

に見舞われています。このことより、水害被害が大きな地域においては、新たなモデル

地区を追加し、被害の軽減を目指していきます。 

世田谷区では、「水害に強い安全・安心のまち世田谷」の実現に向けて、「世田谷区

豪雨対策行動計画（後期）～平成２６年度から２９年度まで～」に基づき、自助・共助･

公助の適切な役割分担のもと、豪雨対策をより一層推進してまいります。 
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行動計画（後期）における主な改定 
 

4つの柱 主な改定内容

流
域
対
策

①「行動目標」の新設
②単位対策量の引き上げ（道路の単位対策量を300㎥/haから
　400㎥/haに強化
 【モデル地区は500㎥/haから600㎥/haに強化】）
　新工法・新材料の活用を促進（街渠桝ふたの調査・研究）
③モデル地区の追加
　　（上馬・弦巻地区及び中町・上野毛地区）
④助成制度の見直し（雨水タンクの助成範囲の拡充や駐車場
　やコインパーキング等の調査及び整備時における助成枠の
　追加など）
⑤「世田谷区雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱」
　における手続きの簡略化
⑥雨水貯留浸透施設等の継続的な維持管理

…P.26
…P.30

…P.70

…P.37

…P.37

…P.29

家
づ
く
り
・

ま
ち
づ
く
り
対
策

①土のうステーションの設置
②浸水被害状況を迅速かつ的確に把握するための仕組みの
　構築
③地区街づくり計画による浸水対策の促進

…P.48
…P.47

…P.48
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1. 世田谷区豪雨対策行動計画の基本的な考え方 
1.1 位置づけ 

「世田谷区豪雨対策行動計画」（以下、「行動計画」という。）は、「世田谷区豪雨対策基本方

針」（以下、「基本方針」という。）に基づく豪雨対策を計画的に推進するため、平成 29 年度ま

での目標達成を見据えながら、事業の内容や実施目標を示しています。 
この「行動計画」は、区、区民、事業者、国、都等が主体となり、事業を推進していくもの

です。また、区は、事業の推進に当たって、区民、事業者、国、都等と連携・調整・協力して

まいります。 

図 1.1 「行動計画」の位置づけ 
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1.2 目標 
「行動計画」における目標は、「基本方針」で定めている 10 年後の目標とします。 
一方、「東京都豪雨対策基本方針」では、10 年後までに、「対策促進エリアにおいて、概ね

55 ミリの降雨までは床上浸水や地下浸水被害を可能な限り防止する。」としていますが、谷沢

川・丸子川流域※は対策促進エリアに含まれていません。しかし、区内では、谷沢川・丸子川

流域においても浸水被害が発生していることから、「行動計画」の目標は、区内全域を対象とし

て定めています。 
 

「行動計画」の目標 

 

※「東京都豪雨対策基本方針」の「対策促進エリア」に谷沢川・丸子川流域を追加選定することについても、 

引き続き、都と協議・調整を図ってまいります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・ 概ね時間55ミリの降雨までは床上浸水や地下浸水被害を可能な限り防止することを目

指します。 
・既往最大降雨などが発生した場合でも、生命の安全を確保することを目指します。 
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1.3 構成 
「行動計画」の構成は図 1.2 のとおりです。 

図 1.2 「行動計画」の構成 
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1.4 体系 
「行動計画」では、「基本方針」に掲げた、豪雨対策の取組についての 4 つの柱に対する具

体的な取組に対して、それぞれの施策の内容を示します。 

図 1.3 「行動計画」の体系図 

河川整備

野川流域における河川整備

谷沢川流域における河川整備

丸子川流域における河川整備

区管理水路等の整備

下水道整備

区管理施設
における流域
対策の強化

教育施設（小学校・中学校）における
流域対策の強化

公園・広場等における流域対策の強化

事業所、住宅等における流域対策の
強化

道路における流域対策の強化

国、都、公共
公益機関の
管理施設にお
ける流域対策
の強化

国、都の管理施設・管理道路におけ
る流域対策の強化
公共公益機関の管理施設における
流域対策の強化
鉄道事業者及び高速道路事業者の
管理施設における流域対策の強化

大規模民間施設における流域対策
の強化
小規模民間施設における流域対策
の強化

私道における流域対策の強化

既存住宅における流域対策の強化

浸水に関する情報の事前周知の推
進

雨水利用施設の設置促進

地区まちづくりのしくみづくりの促進

情報提供の充実

避難誘導態勢の整備・強化

豪雨対策の
取組につい

ての４つの柱
具体的な取組 施策の内容

世
田
谷
区
豪
雨
対
策
基
本
方
針　

～
水
害
に
強
い
安
全
・安
心
の
ま
ち
世
田
谷
～

「雨
と
向
き
あ
う
」　

「
雨
水
（
あ
ま
み
ず
）
を
た
く
わ
え
る
」　

「
雨
水
（あ
ま
み
ず
）を
活
か
す
」

「
河
川
・
下
水
道
整
備
」
の
推
進

「
流
域
対
策
」
の
強
化

「
家
づ
く
り
・
ま
ち
づ

く
り
対
策
」
の
促
進

「避
難
方
策
」

の
強
化

流下施設
（河道、管
渠）の整備

貯留施設
（調節池、
調整池）の

整備

公共施設
（区、国、

都、公共公
益機関）に
おける流域
対策の強

化

民間施設における流域対策の
強化

雨水利用の促進

浸水に関する情報の事前周知

浸水被害に強い家づくり

地区まちづくりのしくみづくり

情報提供の充実

避難誘導態勢の整備

合流式下水道区域の下水道整備

分流式下水道区域の下水道整備

野川流域における下水道整備
谷沢川流域における下水道整備
丸子川流域における下水道整備

豪雨対策の
３つの基本
的な視点

雨水タンクの設置促進

浸水被害に強い家づくりの促進
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1.5 「行動計画」の期間 
「行動計画」の期間は、「基本方針」で定めた目標を着実に達成していくため、「基本方針」

の目標である平成 29 年度までとします。そして、社会経済情勢の変化や対策の進捗状況等を

踏まえて、中間年次である平成 25 年度に「行動計画」の見直しを行うこととします。また、

次期実施計画の策定時やみどりとみずの行動計画の見直し時には、「行動計画」の内容を反映し

ます。 
なお、「基本方針」は、平成 19 年 8 月策定の「東京都豪雨対策基本方針」や過去の水害の状

況等を踏まえて平成 21 年 10 月に策定しました。また、「基本方針」における 10 年後、30 年

後の目標年度は、「東京都豪雨対策基本方針」との整合を図るため、10 年後を平成 29 年度、30
年後を平成 49 年度としています。 

 

表 1.1 「行動計画」の期間 

年度  

H19 
基準 

H20 
1 年後 

H21 
2 年後 

H22
3 年後

H23
4 年後

H24
5 年後

H25
6 年後

H26
7 年後 

H27 
8 年後 

H28 
9 年後

H29
10年後

H30~
H49 

世田谷区 

豪雨対策 

基本方針 

            

 

世田谷区

豪雨対策

行動計画 

            

             
東京都 

豪雨対策 

基本方針 

            

 

神田川流

域豪雨対

策計画 

            

 

目黒川流

域豪雨対

策計画 

            

 

呑川流域

豪雨対策

計画 

            

 

野川流域

豪雨対策

計画 

            

中期目標H21 年 10 月策定検討 

中期目標 H19 年 8 月策定 

H21 年 3 月策定 

H21 年 11 月策定 

検討 H22年 3月策定

H21 年 11 月策定 

H21 年 11 月策定 
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1.6 モデル地区の設定 
具体的な取組みに対するそれぞれの施策については、区内全域で取り組んでいきますが、豪

雨対策の効果を早期に発現する必要のある地区については、「基本方針」に示す過去の浸水状況

や地区計画等で流域対策の促進が図られる地区等の選定項目を踏まえて、豪雨対策のモデル地

区として位置づけます。 
その地区においては、豪雨対策における施策を優先して実施していくとともに、流域対策の

基準を強化するなど、豪雨対策効果の早期発現を図ります。 
これまで、モデル地区は、「用賀 3、4 丁目・上用賀地区」と「鎌田 1、2 丁目地区」の 2 地

区でしたが、行動計画策定以降の新たな改修、整備の計画や浸水被害などを勘案し、「上馬・弦

巻地区」と「中町・上野毛地区」を新たなモデル地区として位置付けます。なお、各モデル地

区の行動計画は 3 章に示します。 
図 1.4 モデル地区の位置図 

 

 

上馬・弦巻地区(今回追加) 
用賀 3、4 丁目・上用賀地区 

中町・上野毛地区
(今回追加)

鎌田 1、2 丁目地区 


